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本研究は，法定都市計画の法案作成や成立を担った佐野利器，笠原敏郎，福田重義による建築系都市計

画に着目し，三名による法定都市計画成立時期における都市計画の特徴をとらえ，人物の比較を行い，当

時の傾向と三者の違いを明らかにした．三名は主に住宅不足，建築物や人の密集，建築物の敷地を都市の

問題としていた．三者の比較では，佐野は都市の拡大・膨張を都市問題として捉えていない点，笠原は用

途地域を制定することを重要視している点，福田は交通を重要視している点に違いがみられた．分析結果

より，都市の拡大・膨張に対する認識や解決策のスケールといった点で三者は異なるが，建築系都市計画

は，財政や交通などの要素を複合的に検討して案を作成する点で都市計画の精緻化に寄与したといえる． 
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1. はじめに 

 

(1)研究背景と目的 

 現行の都市計画法・建築基準法の前身である旧都市計

画法（旧法）・市街地建築物法（物法）は 1919（大正 8）

年に公布された．当時から日本の都市計画技術は土木・

建築・造園の三分野に分かれて形成されたため，旧法の

運用段階にはこの三分野の縦割り行政が問題となり，総

合的な計画技術の必要性が痛感されたといわれている 1)．

それは現代においても同様であり，技術の担い手不足が

懸念される人口減少の真っ只中である日本の現状で土

木・建築・造園の各分野の枠にとらわれない総合的な計

画技術を確立することは必要である．そのためには，法

定都市計画の成立時期に立ち返って，各分野の特徴と役

割を正確に把握することが重要ではないだろうか． 

 そこで本研究では，まず，個々の施設の配置や規格を

具体化する役割があると想定される建築の専門性をもっ

た人物による建築系都市計画に着目する．研究対象は，

佐野利器（1880～1956），笠原敏郎（1882～1969），福

田重義（1887～1971）とする．選定方法は法定都市計画

の法案作成や成立を担った人物であることである．三名

の他には内田祥三が挙げられるが，法定都市計画の成立

時期における考えが既に明らかにされているため 2)，今

回は対象外とした．以上より本研究は，佐野，笠原，福

田の三名の言説を整理し，特徴をとらえた上で，人物に

よる比較を行い，当時の傾向と三者の違いについて明ら

かにすることを目的とする． 

 

(2)既往研究 

 渡辺俊一は，1919（大正 8）年に旧都市計画法・市街

地建築物法が公布されたとき，それを支えるものとして，

わが国の都市計画の技術はほぼゼロから生まれたと述べ

ている 3)．都市計画技師が都市計画技術の探求の中心で

あったともいわれており 4)，これまでにも法定都市計画

の成立時期において人物に着目した研究が行われている．

片岡安の都市計画論については渡辺俊一の研究 5)，関一

の田園都市思想については河野康治の研究 6)などが挙げ

られる．内田祥三の初期都市計画については，都市の膨

張を抑制する考えではなく，個々の施設を整える目的が

あったと指摘されている 7)．また本研究で対象とする三

名については佐野利器の建築観に焦点を当てた橋寺・川

道の研究 8)，笠原敏郎の生涯を明白にした宇於﨑勝也の

研究 9)，福田重義の新東京を分析した鈴木栄基の研究 10)

が行われた．佐野利器の合理的な建築観，笠原敏郎の生

涯と研究分野，福田重義の計画案については詳細に明ら

かにされているが，三人が対象としていた都市問題やそ
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の解決策については言及されていない． 

 以上に対して本研究は，都市計画の中で建築系という

分野で捉える視点を持ち，都市計画について三者の人物

による比較，分析をする点に独自性がある． 

 

(3)研究の方法 

 本研究の方法は，文献調査に基づく言説の分析とする．

資料の収集方法は，国立国会図書館や市政専門図書館で

の閲覧である．佐野利器，笠原敏郎，福田重義それぞれ

の特徴について把握するために「建築雑誌」，「都市公

論」，「都市問題」，「建築と社会」といった専門誌に

掲載された記事を参照する．このように収集した資料

（表-1）を用いて，三人それぞれの対象とした都市の問

題，記事・都市計画の目的，記事・都市計画の実現方法

に関する記述を抜き出す．その後，各人物ごとに整理し，

比較という形で分析を行う．分析する資料の選定方法は，

法定都市計画の成立時期に出版されたものであることや

分析項目である都市問題や都市計画の目的についての記

述があること，研究対象である三人の都市計画への考え

が読み取れる資料を選定している． 

 研究の構成は次の通りである．第 2章では，研究対象

である佐野利器，笠原敏郎，福田重義の概要についてま

とめ，第 3，4，5章で研究対象の著書での言及をもとに

Ⅰ) 都市問題，Ⅱ) 記事・都市計画の目的，Ⅲ) 記事・

都市計画の実現方法という項目で分析を行い（表-2），

特徴を明らかにする．第 6章では，第 3，4，5章を受け

て各記事について比較を行い，当時の傾向と三者の違い

を明らかにする．以上を総合して第 7章を結論とする． 

 

 

2. 佐野・笠原・福田の概要 

 

(1)佐野利器の概要 

 佐野利器は 1880（明治 13）年に山形県西置賜郡荒砥

村（現白鷹町荒砥）で生まれた．1903（明治 36）年に東

京帝国大学工科大学建築学科を卒業した．卒業後は大学

院に進学し，講師としてわが国最初の鉄骨構造学の講義 

 

表-1 分析資料一覧 

著者 年 
記

号 
タイトル 引用元 

 

佐野利器

(S) 

 

1919(T8) S1 規格統一 建築雑誌(390) 

1919(T8) S2 切迫󠄁せる都市住宅問題 実業の日本22(10) 

1919(T8) S3 都市住宅拂底に就て 財政と経済3(12) 

笠原敏郎

(K) 

1918(T7) K1 都市計畫と工業地區 建築雑誌(378) 

1919(T8) K2 都市の住居地域 建築雑誌(390) 

1927(S2) K3 
共同建築から地方計畫

へ 
建築と社会10(2) 

福田重義

(F) 

1918(T7) F1 新東京 建築雑誌(380) 

1919(T8) F2 東京市營住宅と其一例 建築雑誌(391) 

を開始している 11)．1906（明治 39)年にはサンフランシ

スコの大震火災の現地を視察し，鉄骨や鉄筋コンクリー

ト構造の必要性を痛感し，研究に取り組んだ．その後，

明治神宮外苑の計画や関東大震災後の復興院や，東京市

建築局長などの官界，東京高等工業学校，日本大学高等

工学校の教育など東大のみにとどまらず活躍した 12）．

旧法と物法の成立過程においては都市計画調査会の委員

として両法案に携わった 13)． 

 

(2)笠原敏郎の概要 

 笠原敏郎は 1882（明治 15）年に新潟県南蒲原郡加茂

町（現加茂市）で生まれた．1907（明治 40）年に東京帝

国大学工科大学建築学科を卒業した．卒業後は横河公務

所に技師として勤務後，陸軍技師を経て，警視庁技師と

なった．その後，警視庁技師を兼務のまま，新設された

内務省大臣官房都市計画課で建築主任技師として勤務す

る 14)．また，建築物法の施行令や施行規則の立案に内田

祥三とともに主として携わった 15)．そして旧法と物法の

起草において用途地域制について特に熱心に研究し，わ

が国への適用に中心的役割を果たした 16). 

 

(3)福田重義の概要 

 福田重義は 1887（明治 20）年に長崎県で生まれた．

1908（明治 41）年に東京帝国大学工科大学建築学科を卒

業した．1910（明治 43）年に東京市技師に採用されて営

繕課・土木課を経て，1921（大正10）年に調査課長とな

って都市計画の策定及び事業化に係わった 17)．1914（大

正 3）年には建築法規委員会の委員を務め，内田や笠原

らとともに規則案をまとめた 18)． 

 

(4)三人の関係性について 

 佐野は，東京帝国大学工科大学建築学科を1903（明治

36）年，笠原は 1907（明治 40）年，福田は 1908（明治

41）年に卒業をしている．のちに村松貞次郎は，東大建

築科では笠原敏郎・福田重義ら佐野の権勢を支える人物

が輩出する 19)と述べており，佐野と笠原・福田は先輩後

輩関係にあたることが分かる．また笠原は，佐野のあと

をうけて復興院の建築部長をしていたこと 20)や佐野が初

代校長を務めた日本大学高等工学校では建築科長に就任

したこと，日本大学工学部設立の際には佐野が工学部部

長，笠原が建築学科主任に就任していること 21)から密接

な関係であることがわかる．そして福田も 1957 年に佐

野博士追想録編集委員会が出版した『佐野利器』におい

て「私は学生時代から爾来 50 年．就職の事から技術上

の事は勿論，公私ともに非常に御世話になった」22)と記

している． 

 

 

 130



 
表

-2
 
佐
野
・
笠
原
・
福
田
に
よ
る
都
市
計
画
に
関
す
る
言
説

 
 

 
年

 
書
籍
・
著
者

 
Ⅰ

 都
市
問
題

 
Ⅱ

 記
事
・
都
市
計
画
の
目
的

 
Ⅲ

 記
事
・
都
市
計
画
の
実
現
方
法

 

S
1

 
1

9
1

9
 

(T
8

) 
規
格
統
一

 
 

 
佐
野
利
器

 

・
都
市
の
生
活
は
密
集
生
活
で
あ
る
，
小
面
積
内
に
多
數
の
人
口
を
良
好
な
る
狀
態
に

收
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
．

 
 ・
最
も
都
市
住
居
と
し
て
考
究
す
べ
き
も
の
は
大
體
三
種
あ
る
で
あ
り
ま
せ
う
，
（
中

略
）
三
は
住
居
地
域
に
最
も
多
數
を
占
む
る
べ
き
中
流
以
下
寧
ろ
細
民
住
居
，
是
れ

で
あ
り
ま
す
，
此
の
最
後
の
も
の
は
住
居
問
題
の
中
心
を
な
す
も
の
と
思
ふ
が
故
に

私
は
之
れ
に
對
す
る
規
格
の
考
案
を
提
出
す
る
の
で
あ
り
ま
す
．

 

・
同
一
事
情󠄁
の
下
に
な
る
地
區
を
統
一
す
る
こ
と
は
小
面
積
上
に
多
數
の
人
口
を
良
好

な
る
狀
態
に
收
容
す
る
に
必
要
な
る
最
初
の
手
段
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
．

 
 ・
住
居
建
築
の
規
格
は
ど
う
云
ふ
條
件
を
具󠄁
備
す
べ
で
あ
る
か
と
考
へ
ま
す
に
，
次
の

數
項
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
，
（
中
略
）
第
三
に
構
造󠄁
が
單
純
で
あ
つ
て
大
量
生
產
に

最
も
便
利
で
あ
る
べ
き
こ
と

 

・
將
來
建
築
物
の
向
上
並
に
土
地
の
發
達󠄁
が
あ
つ
た
場
合
に
於
て
も
其
區
劃
，
宅
地
割

が
差
支
な
く
利
用
さ
れ
得
る
や
う
な
廣
幅
を
有
す
べ
き
こ
と

 
 ・
將
來
土
地
の
發
達󠄁
の
場
合
に
中
央
の
通
路
を
除
き
て
全
奥
行
を
利
用
す
る
と
き
に
適󠄁

度
の
寸
尺
で
あ
る
べ
き
こ
と

 
 ・
左
右
の
上
下
に
重
な
る
二
室
住
居
は
若
し
必
要
な
ら
ば
容
易
に
之
を
四
室
住
居
に
變

へ
る
こ
と
を
得
る
積
り
で
あ
り
ま
す

  
S

2
 

1
9

1
9

 
(T

8
) 

切
迫󠄁
せ
る
都
市

住󠄁
宅
問
題

 
 佐
野
利
器

 

・
都
市
住󠄁
宅
問
題
は
，
之
れ
を
一
口
に
言
へ
ば
住󠄁
宅
の
不
足
で
あ
る
．
住󠄁
宅
の
缺
乏
か

ら
起󠄁
る
問
題
で
あ
る
．
商
工
業
の
發
達
に
伴󠄁
ふ
て
都
會
に
向
つ
て
人
口
が
著
し
く
集

中
せ
る
に
拘
ら
ず
，
之
れ
に
對
す
る
住󠄁
宅
が
其
割
合
に
增
加
せ
な
い
所󠄁
か
ら
起󠄁
る
結

果
で
あ
る
．

 
 

・
若
し
夫
れ
市
内
に
於
け
る
家
屋
大
缺
乏
の
焦
眉
の
急󠄁
に
應
ず
る
方
法
と
し
て
は
，
速󠄁

に
建󠄁
築
會
社
を
起󠄁
し
，
政
府
は
之
れ
に
對
し
相
當
の
補
助
を
爲
し
て
，
大
規
模
に
家

屋
の
建󠄁
築
を
爲
さ
し
む
る
に
あ
り
と
思
ふ
．

 

・
之
れ
を
要󠄁
す
る
に
，
都
市
住󠄁
宅
問
題
を
觀
察
す
る
に
は
量
と
質
と
の
兩
方
面
が
あ

る
．
量
の
上
か
ら
言
へ
ば
，
土
地
の
政
策
交󠄁
通󠄁
政
策
に
依
つ
て
宅
地
を
獲
て
家
屋
の

數
を
殖
す
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
．
次󠄁
に
質
の
問
題
と
し
て
は
間
取
り
の
改
良
，
共
同

家
屋
，
棟
割
り
長
屋
の
建
築
，
防
火
，
衛
生
政
策
が
大
切
な
る
問
題
で
あ
る
．

 

S
3

 
1

9
1

9
 

(T
8

) 
都
市
住󠄁
宅
拂
底

に
就
て

 
 佐
野
利
器

 

・（
前
略
），

吾
人
は
都
市
人
口
の
膨
脹
に
伴󠄁
ふ
住󠄁
居
問
題
の
永
久
的
解
决
を
圖
る
こ
と

は
，
實
に
最
も
重
要󠄁
に
し
て
且
つ
緊
喫󠄁
を
要󠄁
す
べ
き
都
會
問
題
で
あ
る
と
思
ふ
の
で

あ
る
，（

中
略
），

一
部
の
人
は
此
の
都
市
の
膨
脹
を
以
て
幾󠄁
多
繁
瑣
な
る
都
會
問
題

の
簇
生
を
免
れ
ざ
る
を
以
て
之
を
呪
ふ
も
の
な
き
に
あ
ら
ず
と
雖
も
，
而
も
之
れ
國

家
の
商
工
業
發
達
に
伴󠄁
ふ
自
然
の
現
象
で
あ
る
の
で
あ
つ
て
，
呪
ふ
べ
き
は
唯
だ
都

市
が
そ
の
膨
脹
に
伴󠄁
ふ
て
適󠄁
當
施
設
を
講󠄁
ぜ
ざ
る
の
一
事
で
あ
る
の
で
あ
る

 

・
苟
く
も
都
會
集
中
の
勢
ひ
の
益
々
熾
烈
を
極
め
ん
と
す
る
こ
と
の
免
る
べ
か
ら
ざ
る

勢
ひ
な
る
以
上
，
都
市
た
る
も
の
，
は
之
に
對
し
て
適󠄁
當
な
施
設
を
講󠄁
じ
以
て
其
の

人
口
集
中
の
効
果
を
完
ふ
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
思
ふ
の
で
あ
る

 

・
而
し
て
從
來
の
住󠄁
宅
の
如
く
そ
の
住󠄁
宅
と
し
て
の
能
率󠄁
低
き
且
つ
非
衞
生
的
な
點
は

之
を
改
め
る
必
要󠄁
が
あ
る
，
即
ち
今
後
の
住󠄁
宅
は
從
來
の
如
き
，
一
軒
建
，
又
は
長

屋
式
の
住󠄁
宅
よ
り
は
寧󠄀
ろ
共
同
家
屋
が
最
も
適󠄁
切
で
あ
る
の
で
あ
つ
て
，（

後
略
）

 
 

K
1

 
1

9
1

8
 

(T
7

) 
都
市
計
畫
と
工

業
地
區

 
 

 
笠
原
敏
郎

 

・
而
し
て
都
市
計
畫
な
る
も
の
は
種
々
の
方
面
よ
り
研
究
す
べ
き
澤
山
の
問
題
を
含
ん

で
居
り
ま
す
が
其
中
の
尤
重
要
な
る
問
題
の
一
と
し
て
，
都
市
に
於
て
亂
雑
に
增
加

し
つ
つ
あ
る
工
場
を
如
何
に
し
て
取
締
る
べ
き
か

 
 ・
私
は
玆
で
都
市
の
中
に
工
場
が
他
の
家
屋
と
混
合
し
て
無
秩
序
に
存
在
す
る
こ
と

が
，
前󠄁
述󠄁
の
四
條
件
に
當
箝
め
て
如
何
に
悲
む
可
き
こ
と
で
あ
る
か

 

・
都
市
計
畫
の
根
本
的
問
題
と
な
る
べ
き
も
の
が
あ
る
，
ソ
レ
は
即
ち
住
宅
地
區
商
業

地
區
工
業
地
區
制
定
の
問
題
で
あ
る
と
考
ふ
る
の
で
あ
り
ま
す
．
此
問
題
が
解
決
せ

ら
れ
ざ
る
間
は
，
都
市
に
關
す
る
凡
て
の
計
畫
は
ド
ウ
シ
テ
モ
姑
息
的
た
る
を
免
れ

な
い
，
換
言
す
れ
ば
徹
底
た
る
都
市
計
畫
を
立
て
ん
と
欲
す
る
も
の
は
先
決
問
題
と

し
て
先
づ
此
問
題
の
解
決
に
全
力
を
盡
さ
ね
ば
な
ら
ぬ

 

 

・
換
言
す
れ
ば
一
方
に
は
適
當
な
る
一
大
地
域
を
撰
定
し
て
之
を
工
業
地
區
と
な
し
，

玆
に
大
工
塲
を
纏
め
て
盆
工
業
の
發
達
を
計
り
，
他
方
に
は
市
中
に
現
存
す
る
工
場

に
適
當
の
制
限
を
加
ひ
，
又
將
來
市
の
保
安
衞
生
を
害
す
る
如
き
工
場
の
現
出
を
防

ぎ
，
積
極
と
消
極
と
奬
励
と
取
締
と
相
俟
つ
て
初
め
て
，
工
場
整
理
問
題
の
解
決
に

達
す
る

 
 ・
工
業
地
區
内
に
豫
め
特
殊
工
業
地
區
を
豫
想
し
計
畫
し
て
，
其
計
畫
に
向
て
工
塲
の

設
立
を
誘
導
す
る
こ
と
の
必
要
を
，
深
く
感
じ
ま
す
．

 

K
2

 
1

9
1

9
 

(T
8

) 
都
市
の
住󠄁
居
地

域
 

 笠
原
敏
郎

 

・
住󠄁
居
問
題
は
我
邦󠄂
に
於
て
も
亦
歐
米
諸
國
に
於
て
も
益
々
切
迫󠄁
し
來
り
て
，
其
解
决

に
つ
き
て
は
，
い
づ
れ
も
，
苦
心
慘
憺
た
る
狀
態
で
あ
る
が
，
畢
竟
其
歸
す
る
所󠄁

は
，
一
方
に
於
て
，
兎
も
角
も
目
下
の
急󠄁
務
と
し
て
多
數
の
住󠄁
宅
を
供
給
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
．
即
ち
增
加
を
圖
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
共
に
，
一
方
に
於
て
は
，
其
住󠄁
居
の
健󠄁
康

と
安
寧󠄀
と
衛
生
を
增
進󠄁
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
，
即
ち
質
の
改
善
を
圖
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で

あ
つ
て
，
そ
の
量
と
質
と
相
俟
つ
て
解
决
の
途󠄁
に
進󠄁
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
．

 

・
斯
の
如
き
趨
勢
は
將
來
都
市
の
多
く
の
部
分󠄁
に
對
し
て
事
實
と
な
つ
て
來
る
の
は
明

白
の
事
柄
で
あ
つ
て
み
れ
は
，
住󠄁
宅
の
平󠄁
靜
と
安
寧󠄀
を
保
障
す
る
所󠄁
の
住󠄁
居
地
域
制

定
の
事
業
の
如
き
は
前󠄁
述󠄁
の
意
味
に
於
て
も
，
重
大
な
る
社
會
政
策
の
一
で
あ
ら
う

と
信
ず
る
の
で
あ
る
．

 

・
此
故
に
今
之
が
解
决
手
段
に
つ
き
て
考
ふ
れ
ば
，
第
一
の
量
の
增
加
を
圖
る
手
段
と

し
て
は
，
專
ら
，
住󠄁
宅
經
營
事
業
の
發
達
を
圖
る
事
で
あ
つ
て
，
こ
れ
が
爲
め
に

は
，
國
家
又
は
公
共
團
體
が
民
間
の
此
種
の
事
業
に
對
し
相
當
の
保
護
を
與
へ
て
奬

勵
す
る
こ
と
も
必
要󠄁
で
あ
ら
う
と
思
ふ

 
 ・
第
二
の
質
の
改
善
に
對
し
て
最󠄁
有
効
な
る
も
の
は
，
住󠄁
宅
に
對
す
る
適󠄁
當
な
る
法
規

の
制
定
で
あ
る
．

 
K

3
 

1
9

2
7

 
(S

2
) 

共
同
建
築
か
ら

地
方
計
畫
へ

 
 笠
原
敏
郎

 

・
大
震
災
の
直
ぐ
後
に
復
興
建
築
物
の
耐
火
耐
震
構
造󠄁
の
奬
勵
に
伴󠄁
つ
て
，
現
在
の
東

京
の
實
况
で
は
其
建
築
物
の
敷
地
が
何
れ
も
小
さ
く
，
且
つ
不
規
則
で
あ
つ
て
永
久

的
の
耐
火
建
築
を
建
る
に
不
適󠄁
當
で
あ
る
の
で
，（

後
略
）

 
 ・（

前
略
）
ど
う
し
て
も
結
局
は
社
會
問
題
と
し
て
住
宅
問
題
の
解
决
と
云
ふ
こ
と

は
，
大
都
市
の
現
在
の
や
う
な
急󠄁
激
な
勢
ひ
の
膨
脹
を
防
い
で
，
寧󠄀
ろ
地
方
に
小
都

市
を
興
し
て
行
く
方
に
奬
勵
す
る
と
云
ふ
世
界
を
通
じ
て
の
運󠄁
動
に
歸
着
せ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る

 

・
要
す
る
に
大
都
市
に
於
て
は
現
在
の
日
本
の
木
造󠄁
都
市
の
曾
つ
て
經
驗
し
た
や
う
な

大
震
火
災
の
辛
い
經
驗
を
再
び
繰
返󠄁
さ
な
い
爲
に
耐
火
構
造
は
奬
勵
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
．
又
其
耐
火
構
造󠄁
を
奬
勵
す
る
爲
に
も
，
又
都
市
の
合
理
的
利
用
の
爲
に

も
，
都
市
に
於
て
は
或
程
度
ま
で
は
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
と
云
ふ
も
の
は
差
當
り
住
宅

問
題
の
改
良
策
と
し
て
適󠄁
當
で
且
つ
奬
勵
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
思
ふ
．
け
れ

ど
も
是
は
要
す
る
に
現
狀
の
救
濟
で
あ
つ
て
，
住
宅
問
題
の
將
來
の
方
向
は
工
業
分󠄁

散
，
小
都
市
創
設
，
隨
つ
て
所󠄁
謂
レ
ヂ
オ
ナ
ル
タ
ウ
ン
プ
ラ
ニ
ン
グ
の
方
向
に
向
つ

て
行
く
こ
と
が
最
も
急󠄁
務
の
や
う
に
考
へ
て
居
る
．

 

・（
前
略
）
併
し
之
を
今
日
の
日
本
の
都
市
の
住
宅
問
題
の
實
行
方
法
と
し
て
，
全󠄁
部

一
家
族
一
住
居
主
義
で
以
て
此
住
宅
問
題
の
實
行
方
法
を
採󠄁
ら
う
と
し
て
も
是
は
今

の
所󠄁
不
可
能
で
あ
る
と
，
思
は
れ
る
．
が
併
し
將
來
出
來
る
だ
け
此
ア
パ
ー
ト
メ
ン

ト
の
密
集
生
活
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
は
避󠄁
け
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
．

 
 ・
併
な
が
ら
現
今
の
東
京
の
如
く
既
に
大
都
市
と
し
て
出
來
上
つ
た
都
會
に
於
て
防
火

上
か
ら
又
土
地
の
利
用
上
か
ら
考
へ
て
，
都
市
の
住
宅
と
し
て
は
其
中
樞
の
地
區
に

於
て
は
ど
う
し
て
も
或
程
度
ま
で
は
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
出
來
る
と
云
ふ
こ
と
は
是

は
已
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
つ
て
，
そ
れ
を
慊
つ
て
現
在
の
情󠄁
况
に
於
て
一
戶
々
々

の
小
さ
な
住
宅
を
建
て
や
う
と
す
れ
ば
却
つ
て
經
濟
上
か
ら
も
衛
生
上
か
ら
も
非
道󠄁

い
結
果
に
な
る
の
で
，
外
國
の
都
市
に
於
て
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
對
す
る
色
々
な
弊󠄁

害
に
あ
つ
た
と
云
ふ
經
驗
も
知
つ
て
は
居
る
け
れ
ど
も
，
矢
張
或
程
度
ま
で
は
之
を

奬
勵
す
る
方
が
宜
い
と
考
へ
て
居
る
次
第
で
あ
る
．

 

F
1

 
1

9
1

8
 

(T
7

) 

新
東
京

 

 福
田
重
義

 

・
都
市
の
發
展
膨
脹
は
，
益
々
人
口
密
度
の
增
大
を
來
し
，
其
衞
生
狀
態
の
不
良
傾
向

は
已
に
歷
然
た
る
事
實
な
り
，
彼
の
不
潔
な
る
陋
街
は
傳
染
病
發
生
の
根
源
と
な
り

住
宅
間
に
介
在
せ
る
工
塲
の
煤
煙
發
生
瓦
斯
等
は
以
て
空
氣
を
溷
濁
せ
し
め
又
路
上

に
於
け
る
電
車
，
自
働
車
等
其
他
交󠄁
通󠄁
機
關
の
往
來
繁
劇
は
災
害
事
故
を
頻
發
し
て

や
ま
ず
か
く
し
て
人
口
の
死
亡
率󠄁
は
次
第
に
增
加
し
吾
人
都
會
生
活
を
樂
む
者
を
し

て
又
晏
如
た
り
得
ざ
ら
し
む
．

 

・
以
上
述󠄁
べ
來
り
た
る
三
點
に
つ
き
考
ふ
れ
ば
，
東
京
市
は
直
ち
に
臨
海
の
地
勢
を
利

用
し
，
世
界
の
時
運󠄁
に
遲
れ
ざ
ら
ん
が
爲
め
，
玆
に
大
海
港󠄁
た
る
べ
き
に
勿
論
人
口

の
增
加
，
商
工
業
の
發
展
狀
態
，
交󠄁
通󠄁
系
統
，
市
街
系
統
等
を
研
査
推
論
し
て
新
東

京
を
境
界
を
定
め
，
工
業
，
商
業
，
住
宅
區
域
等
を
設
け
，
交󠄁
通󠄁
系
統
，
市
街
系
統

の
施
設
，
建
築
條
例
，
衞
生
規
則
等
の
發
布
，
上
下
水
道
の
完
成
に
依
つ
て
，
吾
人

東
京
在
住
人
民
が
安
寧󠄀
幸
福
を
獲
得
す
べ
き
に
非
ず
や
．

 
 ・（

前
略
）
從
つ
て
予
は
止
む
を
得
ず
市
の
材
料
に
基
き
運󠄁
輸󠄁
時
間
及
人
口
密
度
の
二

點
よ
り
，
境
界
推
斷
の
途󠄁
に
出
で
ん
と
す
る
も
の
な
り
．

 

・（
前
略
）
余
は
，
大
略
五
十
年
後
の
先
を
目
睹
と
し
て
計
畫
す
る
よ
り
他
に
方
法
な

か
る
べ
く
，
又
第
五
十
年
後
の
計
畫
を
た
て
て
漸
次
に
進󠄁
む
べ
き
な
り
と
信
ず
．

 
 ・
山
の
手
線
上
及󠄁
新
東
京
境
界
線
上
の
各
主
要
地
點
は
夫
々
道󠄁
路
發
散
の
中
心
を
な
す

事
に
よ
り
，
山
の
手
線
上
及󠄁
新
東
京
境
界
線
上
の
各
點
の
交󠄁
通󠄁
連󠄀
絡
又
頗
る
便󠄁
な

り
．
然
る
時
は
道󠄁
路
は
現
在
東
京
の
中
心
よ
り
圓
狀
及󠄁
放
射
狀
幹
線
に
よ
り
て
現
在

市
内
及󠄁
山
の
手
線
上
及󠄁
新
境
界
線
上
の
各
點
に
達
し
，
又
以
上
各
點
よ
り
は
逆󠄁
に
圓

狀
及󠄁
放
射
狀
道󠄁
路
に
依
り
て
市
の
内
部
及󠄁
外
部
に
連󠄀
絡
し
，
之
等
各
線
の
交󠄁
り
て
な

す
各
小
區
域
内
に
は
適󠄁
宜
網
狀
道󠄁
路
の
分󠄁
布
を
形
成
す
べ
き
な
り
．

 

F
2

 
1

9
1

9
 

(T
8

) 

東
京
市
營
住
宅

と
其
一
例

 
 福
田
重
義

 

 

・
而
も
，
此
東
京
が
一
大
海
港󠄁
と
し
て
開
放
せ
ら
れ
，
政
治
の
中
心
な
る
と
同
時
に
，

一
大
商
工
業
市
た
る
に
於
て
は
，
人
口
の
集
注󠄁
が
益
〻
其
勢
を
如
ふ
べ
き
は
論
を
俟

た
ざ
る
所󠄁
で
あ
つ
て
，
之
と
同
時
に
生
ず
る
衞
生
上
及󠄁
風
紀
上
の
弊󠄁
害
の
頻
出
は
蓋

し
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
り
，
之
に
伴󠄁
ふ
住
居
問
題
の
解
決
は
一
重
大
事
件
た
る
を
失

は
な
い
，
と
思
ふ
の
で
あ
る
．

 
 ・
都
會
に
人
口
が
集
注󠄁
し
て
來
る
結
果
と
し
て
，
生
計
上
，
衞
生
上
，
又
風
紀
上
種
〻

の
壓
迫󠄁
を
市
民
が
受
く
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
が
，
借
家
の
不
足
と
家
賃
の
騰󠄁
貴
と

云
ふ
事
は
其
最
も
苦
痛
と
す
る
所󠄁
で
，（

後
略
）

 

・
已
述󠄁
の
如
く
人
口
集
注󠄁
に
伴󠄁
つ
て
起󠄁
る
住
宅
の
不
足
，
家
賃
の
昂
騰󠄁
と
云
ふ
都
會
に

於
け
る
缺
陷
を
除
く
が
爲
め
に
，
之
が
救
濟
緩󠄁
和
策
と
し
て
左
の
三
項
を
提
出
す

る
．

 
（
甲
）
交󠄁
通󠄁
機
關
を
整
へ
て
市
民
を
郊
外
の
地
價
低
廉󠄀
な
る
健
康
地
に
送󠄁
る
事
．

 
（
乙
）
市
内
の
庭󠄁
園
又
は
空󠄁
地
に
對
し
て
は
十
分
課
稅
し
て
家
屋
の
建
築
を
誘
發
す

る
事
．

 
（
丙󠄁
）
市
，
會
社
，
又
は
組
合
等
の
組
織
に
據
つ
て
田
園
都
市
，
郊
外
住
宅
或
は
使󠄁

用
人
住
宅
の
經
營
を
す
る
事
．

 
 

・
余
は
此
く
の
如
き
社
會
政
策
の
一
部
に
屬
し
營
利
事
業
と
し
て
は
不
適󠄁
當
な
る
も
の

に
對
し
て
は
，
市
の
如
き
自
治
團
體
が
進󠄁
ん
で
自
ら
經
營
す
る
を
最
適󠄁
當
な
る
事
と

思
ふ
．
そ
こ
で
今
東
京
市
が
經
營
す
る
と
せ
ば
，
其
緊
急󠄁
を
要
す
る
も
の
よ
り
順
次󠄁

着
手
す
べ
き
で
あ
る
が
，
之
を
順
序
付
く
れ
ば
先
，

 
第
一
，
細
民
住
宅
改
良
及󠄁
經
營

 
第
二
，
薄󠄁
給
者
住
宅
經
營

—
—

—
東
京
市
使
用
人
住
宅
經
營

 
第
三
，
上
京
學
生
宿
舍

 
 

 

 131



 

  

3. 佐野利器による都市計画の特徴 

 

(1)1919（大正 8）年, 建築雑誌(390), 規格統一 23) 

a)都市問題(S1-Ⅰ) 

 言説 S1-Ⅰよりここでは都市問題として都市の密集生

活について挙げている．現状として一定の規律がないの

が当たり前であるため同一の地区内で大小の異なる宅地

が乱雑しており，宅地が小さすぎるため保安衛生上支障

をきたすことや宅地が大きすぎるため無用の空き地を作

り出してしまっていること，建物が密集することで道路

が存在しないような過度の密集に陥ったものがあるとも

述べている．また，最も都市住居として考究すべきもの

として中流以下の細民住居を挙げており，住居問題の中

心であるとして規格統一の案を論じている． 

b)記事・都市計画の目的(S1-Ⅱ) 

 言説 S1-Ⅱより「同一事情󠄁の下になる地區を統一する

ことは小面積上に多數の人口を良好なる狀態に收容する

に必要なる最初の手段と思ふのであります．」という考

えや本文中に何度も「経済力」いわゆる「財政力」につ

いての記述もあることから区画割，宅地割，住居規格の

統一を図ることで安価に大量生産するという目的があっ

たことが考えられる． 

c)記事・都市計画の実現方法(S1-Ⅲ) 

 言説 S1-Ⅲより区画割，宅地割，住居規格は将来的に

用途が変化した場合にも対応することができる将来の計

画変更を見据えた規格統一の計画をしていたと考えられ

る． 

 

(2)1919（大正 8）年, 実業の日本 22(10), 切迫󠄁せる都市

住󠄁宅問題 24) 

a)都市問題(S2-Ⅰ) 

 言説 S2-Ⅰより都市住宅問題について挙げている．都

市住宅問題は住宅の不足であると述べ，人口が集中して

いるにも関わらず住宅が増加しないことから起こる結果

であるとしている． 

b)記事・都市計画の目的(S2-Ⅱ) 

 言説 S2-Ⅱより家屋の欠如に対して速やかに建築会社

を設立し，政府はこれに対して相当の補助をして大規模

に家屋の建築をなすべきであると述べており，これが記

事の目的ともいえると考えられる． 

c)記事・都市計画の実現方法(S2-Ⅲ) 

 言説 S2-Ⅲより都市住宅問題には量と質の両方面があ

るとして，量については土地の政策，交通の政策によっ

て宅地を得て，家屋の数を増やすことであり，質につい

ては間取りの改良や共同家屋，防火，衛生政策が大切な

問題となると述べている．また，中流以下の人は朝早く

から出勤しなければならないため市内に住居することは

能率上必要であるが，朝が遅くなっても差し支えなく，

広大な土地の屋敷を所有したい上流の人は郊外に住居し

た方が良いとしている．そして市内の住宅を増やす上に

おいて大切なことは市外から市内に入る高速度の交通機

関を整備することであると述べ，これを整備すれば市を

広げたと同じく宅地を外に延長したことになるからだと

している．加えて，日本の細民には家屋を所有するのは

事実上出来難いことであるため，貸家の経営を重要視し，

都市の住宅は建築に融通性を持たせるべきだと述べてい

る． 

 

(3)1919（大正 8）年, 財政と経済 3(12), 都市住󠄁宅拂底

に就て 25) 

a)都市問題(S3-Ⅰ) 

 言説 S3-Ⅰより都市の人口膨張に伴う住居問題の永久

的解決を図ることは最も重要であるとしている．都市の

人口膨張に伴う住居問題とは，商工業地の人口増加に伴

う住宅不足を挙げている．住宅の増加は都市人口の激増

に比例することはなく遅れている状況であり，今後都会

生活において一大脅威となるものであると述べている．

また都市の膨張は国家の商工業発達に伴う自然の現象で

あり，呪うべきではないと肯定的に捉え，呪うべきは都

市が膨張に伴って適当な施設を建設していないことであ

ると述べている． 

b)記事・都市計画の目的(S3-Ⅱ) 

 言説 S3-Ⅱより都会集中の勢いは益々熾烈を極めると

して，これに対して適当な施設を建設していくべきと述

べており，これが記事の目的ともいえると考えられる． 

c)記事・都市計画の実現方法 (S3-Ⅲ) 

 佐野は，住宅を都市の中心地近くに建設することは，

都市交通機関が発達した時代には商業の能率，住宅その

ものの能率の上より言っても不都合であると述べている．

また，言説 S3-Ⅲより従来の住宅のようにその住宅とし

ての能率が低く，非衛生的な点は改善する必要があると

して今後の住宅は一軒家，または長屋式の住宅よりは共

同家屋が最も適切であるとしている．そして保安衛生上

の様々な施設については，特に耐火建築の点において密

集生活の度合いや特異な地質等の関係に十分な注意を要

すると述べている． 

 

 

4. 笠原敏郎による都市計画の特徴 

 

(1)1918（大正 7）年，建築雑誌(378)，都市計畫と工業

地區 26) 

a)都市問題(K1-Ⅰ) 

 言説 K1-Ⅰより都市の問題について様々な方面から研

究すべき多くの問題を含んでいるとした上で，その中で

も乱雑に増加している工場について問題視している．ま
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た，都市を良好な状態にするための主要な四つの条件と

して都市が安全であること，都市が衛生的であること，

都市が快適であること，都市の能率を増進することを挙

げ，この条件に当てはめると工場が他の家屋と無秩序に

存在することが問題であるとしている． 

b)記事・都市計画の目的(K1-Ⅱ) 

 言説 K1-Ⅱより住宅地区，商業地区，工業地区を制定

することが目的であると考えられる．この制定の問題が

解決しなければ都市計画は一時的で間に合わせのもので

しかないとしており，早急に対処するべきとしている． 

c)記事・都市計画の実現方法(K1-Ⅲ) 

 笠原は「都市計畫に二つの方面があります．一は都市

の將來發展膨脹すべき部分に對する準備的計畫，二は都

市の現存部分に對する改良又は整理の計畫であります．」

とし，これを工業地区の問題に当てはめると「一は新に

工業地區を設定する計畫と，一は既に存在する市中の工

場の整理の計畫となるのであります．」として言説 K1-

Ⅲより「換言すれば」に続いて工場整理問題の解決につ

いて述べている．また，工業地区を設定する際に一概に

工場といってもその作業の種類や規模の大小によって，

雑居する場合に互いに利害を与える可能性があるとして，

工業地区内にあらかじめ特殊工業地区を計画することが

必要としている． 

 既存のものに対する計画，将来のものに対する計画の

両方の側面について検討を行っている点や，ただ単に工

業で一括りにせず，特殊工業地区を設定する点が笠原の

細部にも配慮がなされている緻密性が表れていると考え

られる． 

 

(2)1919（大正 8）年, 建築雑誌(390), 都市の住󠄁居地域 27) 

a)都市問題(K2-Ⅰ) 

 言説 K2-Ⅰより日本と欧米諸国のどちらにおいても切

迫󠄁しているとして住居問題を挙げている．この問題の解

決のためには，急務として住宅の増加を図るとともに住

居の健康と安寧と衛生を増進するという量と質の改善が

必要であると述べている．その他にも人口や家屋の過度

の密集は，衛生上や居住の安静上や交通が混雑する点に

おいて適切に対処するべきであるとしている．  

b)記事・都市計画の目的(K2-Ⅱ) 

 言説 K2-Ⅱより住居地域制定の事業は重大なる社会政

策の一つであると述べている．その理由は，近来都市生

活の組織は執務の場所や作業の場所と住宅は分離される

傾向があるからであり，それは将来的に多くの都市で当

たり前になるとしている． 

c)記事・都市計画の実現方法(K2-Ⅲ) 

 言説 K2-Ⅲより住居の量と質の改善について量の増加

を図る手段としては，住宅経営事業の発展を図ることで

あり，国家や公共団体が民間の事業に対して補助し奨励

することや公共団体が自ら経営に当たることも必要とし，

福田重義の「東京市營住宅」は好適な例であるとしてい

る．また質の改善に関しては住宅に対する適当な法規の

制定としている． 

 

(3)1927（昭和 2）年，建築と社会 10(2)，共同建築から

地方計畫へ 28) 

a)都市問題(K3-Ⅰ) 

 言説 K3-Ⅰよりここでは笠原は都市の問題として二つ

挙げていた．一つ目は，現在の東京は建築物の敷地が小

さく，不規則であるために永久的な耐火建築を建てるの

には不適当であること，二つ目は，大都市の急激な勢い

の膨張である．  

b)記事・都市計画の目的(K3-Ⅱ) 

 言説 K3-Ⅱより将来的には工業分散，小都市創設のよ

うなリージョナルタウンプランニングいわゆる地方計画

の必要性を述べている．また，このことから笠原は田園

都市や衛星都市の考え方に関心を示していることが推測

される． 

c)記事・都市計画の実現方法(K3-Ⅲ) 

 言説 K3-Ⅲより将来的にアパートメントの密集生活は

避けるべきとした上で防火の面，土地利用の面からある

程度の奨励は必要であるとしている． 

 

 

5. 福田重義による都市計画の特徴 

 

(1)1918（大正 7）年, 建築雑誌(380), 新東京 29) 

a)都市問題(F1-Ⅰ) 

 言説 F1-Ⅰより都市問題として都市の膨張について挙

げている．都市の発展膨張は，人口密度の増大につなが

り，衛生上で悪影響を及ぼすとしている． 

b)記事・都市計画の目的(F1-Ⅱ) 

 言説 F1-Ⅱより東京市の人口や交通系統，市街系統な

ど様々な現状について精査した上で東京市境界を設定し，

工業，商業，住宅区域を設け，新交通系統，新市街系統

などを完成させることで東京市民の安寧幸福をもたらす

としている．そして境界の設定は，運輸時間と人口密度

によって決められており，具体的に運輸時間に関しては，

都心から二里半円圏内である都心まで一時間以内で到達

できる地点を参考に境界の設定がなされていた． 

c)記事・都市計画の実現方法(F1-Ⅲ) 

 言説 F1-Ⅲより 50年という長期的な計画を行っている

ことがわかる．また，都心の周辺の山手線上や新東京境

界線上のいくつかの主要な地区を交通の拠点として，そ

れらを鉄道や街道で結ぶような計画がなされていたこと

が考えられる．加えて都心から円状(環状)道路，放射状

道路の計画もなされていたことがわかる．そして新東京
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では，鉄道院や警視庁，東京市土木課などから調査材料

を収集し，分析を行った上で立てられた計画であった． 

 

(2)1919（大正 8）年, 建築雑誌(391), 東京市營住󠄁宅と其

一例 30) 

a)都市問題(F2-Ⅰ) 

 言説 F2-Ⅰより都市問題として都市の人口の集中につ

いて挙げられている．人口集中に伴って住宅の不足や家

賃の高騰が大きな問題となるとしている．そこで生計上，

衛生上，風紀上などの各方面からの圧迫󠄁を受けている人

たちの生活の地を郊外に移し，心身の健康や生活上の安

定を図ることが必要であると述べている．  

b)記事・都市計画の目的(F2-Ⅱ) 

 言説 F2-Ⅱより都市問題として挙げられていた住宅の

不足や家賃の高騰への対策として救済緩和策を提案して

いた．その後，東京市における居住難を鑑みて東京市營

住宅案を提案していた． 

c)記事・都市計画の実現方法(F2-Ⅲ) 

 言説 F2-Ⅲより社会政策の一部に属し，営利事業とし

ては不適当なものに対しては市のような自治団体が経営

することが適当であるとして，東京市が経営する場合に

緊急を要する事項が述べられている．そして，東京市營

住宅案では電車従業員住宅地を対象に具体的に予算の配

分なども示された提案がなされている． 

 

 

第 6章 佐野・笠原・福田の人物比較 

 

 第 3,4,5 章の分析結果を踏まえて，三者による都市計

画についてまとめ（表-3），各項目ごとの比較を以下に

挙げる． 

a)都市問題 

・三名は，共通して住宅不足を都市問題として認識して

いた．住宅不足という都市問題に関して佐野利器は，

商工業地の人口増加に伴うものであり，人口が集中し

ているにも関わらず住宅が増加しない結果であるとし

ている．笠原敏郎は，住宅の増加を図るとともに住居

の健康と安寧と衛生を増進する量と質の改善が必要で

あるとしている．福田重義は，都市に人口が集中する

ことで住宅不足が起こるとしている． 

・三名は，共通して建築物や人の密集を都市問題として

認識していた．建築物や人の密集という都市問題に関

して佐野利器は，一定の規律がないことで大小の異な

る宅地が乱雑しており，建物が密集することで道路が

存在しないような過度な密集に陥るとしている．一方，

笠原敏郎は乱雑に増加している工場，工場が他の家屋

と無秩序に存在することを挙げており，特定の建築物

に対する具体的な問題を対象としていた．福田重義は，

都市の人口集中や人口密度の増大を対象としていた． 

・建築物の敷地に関する都市問題として佐野利器は，宅

地が小さいことで保安衛生上支障をきたすことや宅地

が大きすぎることで無用の空き地を作り出してしまっ

ていることを挙げている．一方，笠原敏郎は耐火建築

を建設するには敷地が小さく，不規則であるとしてい

る．福田重義は，建築物の敷地に関する言及はなかっ

た． 

・都市の拡大・膨張という都市問題に関して佐野利器は，

都市の膨張は国家の商工業発展に伴う自然の現象とし

ており，問題として扱っておらず，問題は都市の膨張

に伴って適当な施設を建設していないことであるとし

ている．笠原敏郎は，大都市の急激な勢いの膨張を防

ぎ，地方に小都市を興すべきとしている．福田重義は，

表-3 佐野・笠原・福田の人物比較のまとめ 
 

佐野利器 笠原敏郎 福田重義 

a  
都
市
問
題 

住宅不足 

 
・商工業地の人口増加に伴う住宅不足 
・人口が集中しているにも関わらず住宅が増加しな
い結果である 

 

・住宅の増加を図るとともに住居の健康と安寧と衛
生を増進する量と質の改善が必要 

・都市の人口集中に伴う住宅不足 

建築物，人の密集 

 
・一定の規律がないことで大小の異なる宅地が乱雑
しており，建物が密集することで道路が存在しな
いような過度な密集に陥る 

 

・乱雑に増加している工場 
・工場が他の家屋と無秩序に存在すること 

・都市の人口集中 
・人口密度の増大 

建築物の敷地 

 
・宅地が小さく保安衛生上支障をきたすことや宅地
が大きく無用の空き地を作り出してしまっている 

 

・耐火建築を建設するには敷地が小さく，不規則で
ある 

・言及なし 

都市の拡大・膨張 

 
・都市の膨張は国家の商工業発展に伴う自然の現象
としている 

 

・大都市の急激な勢いの膨張は防いで，地方に小都
市を興すべき 

 
・都市の発展膨張は，人口密度の増大につながり，
衛生上で悪影響を及ぼすとしており，「新東京」
では東京市境界を過剰に拡大すべきではないとし
ている 

 

b解決策のスケール 

 
・個々の施設を建設することや施設の規格を具体的
に設計することで解決策を見出している 

 

 
・用途地域を制定することや工業分散，小都市創設
のような地方計画の必要性を唱えており，都市全
体の視点からみた解決策である 

 

 
・東京市境界，用途地域を制定し，新交通系統や新
市街系統を完成させることや市営住宅を郊外に計
画することに加えて個別の住宅地の提案もしてい
る 

 

c財政に関する言及 
  
・安価に大量生産する考えがあった 
 

 
・言及なし 

 
・計画の際に具体的な予算を定めていた 

 
d交通に関する言及 

 

 
・住宅を増やすために高速度の交通機関を整備する
べきとしている 

 
・人口や家屋の過度の密集は交通が混雑する点にお
いて対処すべきとしている 

 

 
・新交通系統や新市街系統を完成させる計画をして
いた 
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都市の発展膨張は人口密度の増大につながり，衛生上

で悪影響を及ぼすとしており，「新東京」では東京市

境界を過剰に拡大すべきではないとしている． 

b)解決策のスケール 

・佐野利器は，個々の施設を建設することや施設の規格

を具体的に設計，統一することで解決策を見出してお

り，規格統一では区画レベルの提案で，一つひとつの

建築物の規格化に基づく解決策であると考える．笠原

敏郎は，用途地域を制定することや工業分散，小都市

創設のような地方計画の必要性を唱えており，都市全

体の視点からみた解決策であると考える．福田重義は，

東京市境界，用途地域を制定し，新交通系統や新市街

系統を完成させることや市営住宅を郊外に計画するこ

とに加えて東京市の居住難を鑑みて住宅地の提案もし

ていた．このことから都市全体の視点を持ちながら解

決策として個別の住宅地の提案もしていたことが考え

られる． 

c)財政に関する言及 

・佐野利器は，経済力への言及がなされており，安価に

大量生産する考えがあったと考えられる．笠原敏郎は，

財政の言及はなかった．福田重義は，計画の際に具体

的な予算を定めており，財政面での見通しを立ててい

たと考えられる． 

ｄ)交通に関する言及 

・佐野利器は，住宅を増やすために高速度の交通機関を

整備するべきとしていた．笠原敏郎は，人口や家屋の

過度の密集は交通が混雑する点において対処すべきと

都市問題を挙げる際のみの言及にとどまった．福田重

義は，新交通系統や新市街系統を完成させ，主要な地

区を交通の拠点としてそれらを鉄道や街道で結ぶよう

な計画をしており，交通の重要性を説いていたと考え

られる． 

 

 

第 7章 結論 

 

 法定都市計画の成立時期における建築系都市計画の特

徴をとらえるために，本研究では佐野，笠原，福田の三

名の言説を整理し，比較を行った結果，以下の点が明ら

かになった． 

 

(1)三者に共通してみられる当時の傾向 

・三者が共通して対象としていた都市問題として，主に

「住宅不足」，「建築物や人の密集」，「建築物の敷

地規格」が挙げられる．ただし，「建築物の敷地規格」

に関しては福田は言及していない． 

・都市問題に対する解決策としては用途地域を制定する

ことや区画割，宅地割，住居規格を統一すること，地

方計画の導入，問題に対する適当な施設を建設するこ

となどが挙げられ，実際の図面を描いて案を設計，計

画することもしていた． 

・財政に関する言及がなされ，住居を安価に大量生産す

る計画や具体的な予算を定めて計画がなされているこ

とがあった． 

・交通に関する言及がなされ，新しく鉄道や道路を建設

することが検討されていたことが考えられる． 

・耐火建築について数多く言及していることから木造建

築による災害が頻発しており，耐火建築の推奨や耐火

建築に適した区画割，宅地割が計画され始めたことが

考えられる． 

 

(2)三者の違い 

・佐野利器による都市計画が笠原，福田と大きく異なる

点は，「都市の拡大・膨張」を都市問題として捉えて

いない点である．佐野は，都市の膨張を国家の商工業

発展に伴う自然の現象としており，問題は都市の膨張

に伴って適当な施設を建設していないこととしている．

また，解決策のスケールでは，規格統一での個々の施

設を建設することや施設の規格を具体的に設計するこ

とで解決策を見出しており，笠原と福田と比べて小規

模な視点での解決策であると考える．加えて財政に関

する言及では，「経済力」という言葉を多く用いて住

居を安価に大量生産するといった考えがあったと読み

取れる． 

・笠原敏郎による都市計画は，佐野，福田に比べて用途

地域を制定することを重要視していることが考えられ

る．また，既存のものに対する計画，将来のものに対

する計画の両側面について計画をするべきとしており，

アパートメントの取り扱いや工場整理に関しても様々

な事例に対応することのできる細かい制度を考案して

いたことが笠原の特徴と考えられる．そして佐野と福

田は「規格統一」や「新東京」など計画を提案してい

るが，笠原は実際に図面を描いていないことも特徴的

である． 

・福田重義による都市計画は，佐野，笠原に比べて交通

計画を軸に市街地形成や計画区域設定などの計画がな

されたと考えられる．「新東京」では都心の周辺の山

手線上や新東京境界線上のいくつかの主要な地区を交

通の拠点として，それらを鉄道や街道で結ぶ計画をし

ており，新交通系統や新市街系統を完成させることで

東京市民の安寧幸福をもたらすとしていた．また，解

決策のスケールでは，都市全体の視点を持ち合わせな

がら個別の住宅地の提案のような小規模な視点での解

決策を見出していた．そして「新東京」と「東京市營

住宅と其一例」では鉄道院や警視庁，東京市土木課な

どから多くの調査材料を収集し，十分な分析を行った
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うえで計画がなされており，調査に基づいた計画の立

て方が特徴的である． 

 

以上の知見より，都市の拡大・膨張に対する認識や解

決策のスケールといった点で三者は異なるものの，建築

系都市計画は，財政や交通などの要素を複合的に検討し

て案を作成するといった点で都市計画の精緻化に寄与し

たといえる． 
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